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二
十
五
年
度
青
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新
産
業
都
市

建
設
事
業
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一
般
管
理
会
計
補
正
予
算
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一
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ほ
か
一
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の
要
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(
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産
業
都
市

建
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�

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
重
症
心
身
障
が
い
者
サ
ポ
ー
ト
あ
お
も
り

三

代
表
者
の
氏
名

谷
川

幸
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
四
番
町
三
の
四
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
重
症
心
身
障
害
児
・
者
及
び
そ
の
保
護
者
等
に
対
し
て
、
各
種
福
祉
制
度
及
び

成
年
後
見
制
度
等
の
利
用
に
関
す
る
相
談
・
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
重
症
心
身
障
害
児
・

者
及
び
そ
の
保
護
者
等
の
権
利
擁
護
と
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
施
行

平
成
二
十
五
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
採
石
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号)

第
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日

(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

２

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館

｢

ア
ス
パ
ム｣

六
階

会
議
室

｢

岩
木｣

二

試
験
科
目
等

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
に
よ
り
行
う
。

１

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項

(

環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。)

２

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項

(

岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処

理
、
脱
水
ケ
ー
キ

(

脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉)

の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石

の
堆
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項)

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
九
月
二
日

(

月)

か
ら
同
月
二
十
日

(

金)

ま
で

(

郵
送
の
場
合
は
、
同
日
付

け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。)
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四

受
験
願
書
の
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

五

提
出
書
類

１

受
験
願
書

一
通

２

写
真

一
枚

(

写
真
の
大
き
さ
は
手
札
形
で
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
正
面
上
半
身
像
と
し
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の)

六

受
験
手
数
料

八
千
円

(

青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
験
願
書
提
出
時
に
添
付
し
て
納
入
す
る
。
消
印
し
て

は
な
ら
な
い
。)

七

そ
の
他

受
験
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
で
配
布
す
る
。

(

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
返
送
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
に
、
八
十
円
分
の
切
手
を
貼

り
付
け
た
も
の
を
同
封
す
る
こ
と
。)

受
験
者
に
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
か
ら
受
験
票
を
送
付
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
サ
ト
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

克
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
は
ま
な
す
二
丁
目
一
三
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
一
六
七
四
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
、
機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

雑

報

青
森
県
事
業
団
公
告
第
六
号

平
成
二
十
五
年
七
月
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
会
第
百
九
十
九
回
定
例
会
の
議
を
経

た
平
成
二
十
四
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
特
定
事
業
以
外
の
事
業
の
決
算
の
要
領
及
び

平
成
二
十
五
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
補
正
予
算

(

第
一
号)

ほ
か
一

件
の
要
領
を
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号)

附
則
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
七
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾
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成
24年
度
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県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
分
担
金
及
び

負
担

金
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歳
入

合
計

����������
���������	

���������	
�

�

���	

円
円

円
円

円
円

歳
出款

項
予
算
現
額

支
出
済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
団
費

����	��			
���������

	
�
���������

����������

１
事
業
団
運
営
費

����	��			
���������

	
�
���������

����������

歳
出

合
計

����������
��		
����

�


�� 
�	����


��
�	����

円
円

円
円

円

歳
入
歳
出
差
引
残
額

１
９
,
１
７
５
,
３
４
７
円
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平
成
24年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
事
業
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
事
業
収
入

������
����	�

����	�
�

�
	��	�

１
臨
海
収
入

������
���

�

���

�
�

�


�

２
市
川
収
入

�����
��	��

��	��
�

�
	��

３
百
石
収
入

�����
����

����
�

�
��

歳
入

合
計

������
������

������
�

�
�����

円
円

円
円

円
円

歳
出款

項
予
算
現
額

支
出
済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
支
出

������
�

�
������

������

１
臨
海
事
業
費

������
�

�
������

������

２
市
川
事
業
費

�����
�

�
�����

�����

３
百
石
事
業
費

�����
�

�
�����

�����

歳
出

合
計

������
�

�
������

������

円
円

円
円

円

歳
入
歳
出
差
引
残
額

４
０
,
０
２
０
円
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平成25年度青森県新産業都市建設事業団

一般管理会計補正予算 (第１号)

平成25年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19,174千円を増額し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,695千

円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ｢第１表歳入歳出予

算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 繰 越 金 � �����	 ������

１ 繰 越 金 � �����	 ������

歳 入 合 計 ����� ������ �	�	��

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 団 費 ���
� �����	 
�����

１ 事業団運営費 ���
� �����	 
�����

歳 出 合 計 ����� ������ �	�	��

千円 千円 千円
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平成25年度青森県新産業都市建設事業団

一般事業会計補正予算 (第１号)

平成25年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,286,250千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,286,255

千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ｢第１表歳入歳出予

算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 収 入 � ���	����
 ���	�����

１ 臨 海 収 入 � �� ��

３ 百 石 収 入 � ���	����� ���	����	

歳 入 合 計 � ��������� ���������

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 支 出 � ���	����
 ���	�����

１ 臨海事業費 � �� ��

３ 百石事業費 � ���	����� ���	����	

歳 出 合 計 � ��������� ���������

千円 千円 千円

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


